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 北九州市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する

。 

  平成２９年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第２４号 

北九州市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 北九州市国民健康保険条例施行規則（昭和４３年北九州市規則第４１号）の

一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）」に、「に該当する」を「の適用が

ある」に、「附則第３５条の２第６項」を「附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５

項」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」に、「附則第３５条の２の６第１１項若しくは第１５項又は第３５条

の３第１１項」を「附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項

若しくは第１５項」に改め、「附則第３５条の４の２第７項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）」の次に「、外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第８条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額

、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用す

る場合を含む。第８条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用配当

等の額」を加える。 

 第８条第１項第１号中「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等

に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」に、「附則第３５条の２第

６項」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項」に、「株式等に係る譲渡所得

等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に、「附則第３５条の２

の６第１１項若しくは第１５項又は第３５条の３第１１項」を「附則第３５条

の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項」に改め、「附

則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）
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」の次に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同条第４項に規定

する特例適用配当等の額」を加え、同項第２号中「２６万５，０００円」を「

２７万円」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「４８万円」を「４９万

円」に改める。 

第１０条第１項第２号中「２６万５，０００円」を「２７万円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則中第６条第１項及び第８条第１項第１号の改正規定並びに次項の

規定は公布の日から、第８条第１項第２号、同条第２項各号列記以外の部分

及び第１０条第１項第２号の改正規定は平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の第６条、第８条及び第１０条の規定は、平成２９年度以後の年度

分の保険料について適用し、平成２８年度分までの保険料については、なお

従前の例による。 
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北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び北九州市労務職員

就業規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２９年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２５号

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び北九州

市労務職員就業規則の一部を改正する規則

 （北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正）

第１条 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和３８年北

九州市規則第１４号）の一部を次のように改正する。

  第４条の４の見出し中「育児」の次に「又は介護」を加え、同条中「第７

条の３に規定する」を「第７条の３第１項の規定による」に、「同条」を「

同項」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加え

る。

条例第７条の３第１項の人事委員会規則で定める者は、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の４第２項に規定する養育里親である職

員（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため

、同項の規定により、同法第６条の４第１項に規定する里親であって養子

縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託する

ことができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により

委託されている当該児童とする。

  第４条の４に次の２項を加える。

３ 条例第７条の３第２項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者と

する。

  （１） 配偶者

  （２） ２親等以内の親族

（３） 職員又は配偶者と事実上父母と同様の関係にある者で職員と同居

しているもの

（４） 職員と事実上子と同様の関係にある者で職員と同居しているもの

 ４ 第２項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。

第４条の５中第４項を削り、第５項を第４項とする。

第１０条の２第２項中「第４条の５第４項各号」を「第４条の４第３項各

号」に改める。

  別表第３の９の項中「配偶者の子」の次に「及び条例第７条の３第１項に

おいて子に含まれるものとされる者」を加える。
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第２条 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を次のよ

うに改正する。

 第４条の４第１項中「第６条の４第２項」を「第６条の４第１号」に、「

第６条の４第１項に規定する里親であって養子縁組によって養親となること

を希望している者」を「第６条の４第２号に規定する養子縁組里親」に改め

る。

第１４条第１項各号列記以外の部分中「関する」の次に「条例、」を加え

、「従前の規程」を「従前の条例等」に改め、同項中第２号を第３号とし、

第１号を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。

 （１） 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号）の

適用を受ける教職員

 第１４条第２項及び第３項中「従前の規程」を「従前の条例等」に改める

。

（北九州市労務職員就業規則の一部改正）

第３条 北九州市労務職員就業規則（昭和３９年北九州市規則第９６号）の一

部を次のように改正する。

  第１６条の２（見出しを含む。）中「育児」の次に「又は介護」を加える

。

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２９年

４月１日から施行する。
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北九州市消防局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第２６号 

   北九州市消防局組織規則の一部を改正する規則 

 北九州市消防局組織規則（昭和６１年北九州市規則第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

る。 

消防団・市民防災課 

   消防団係 

   消防団施設係 

   防災係 

第３条予防部規制課危険物係の項第５号中「、火薬類」を削り、同条予防部

規制課保安係の項第１号中「火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）の権

限移譲」を「火薬類の製造等の許可及び認可」に改め、同項中第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 火薬類の規制に関すること。 

 第３条警防部警防課消防団係の項及び同条警防部警防課防災係の項を削り、

同条警防部警防課の項の次に次のように加える。 

  消防団・市民防災課 

   消防団係 

    （１） 課の庶務に関すること。 

    （２） 消防団員の身分、給与等に関すること。 

（３） 消防団員等の公務災害補償に関すること。 

（４） 消防団員の訓練及び研修に関すること。  

（５） その他消防団に関すること。 

消防団施設係 

    （１） 消防団施設の管理に関すること。 

（２） 消防団員の服制及び給貸与品に関すること。 

（３） 消防機械器具（消防団用に限る。）の配置及び管理に関する

こと。 

防災係 

（１） 市民防災会に関すること。 

第２条警防部警防課の項中 
「消防団係 

 防災係 」 
を削り、同項の次に次のように加え 
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（２） 防災に関する市民啓発に関すること。 

（３） 危機管理室との連携に関すること。 

（４） 地域防災計画、国民保護計画及び水防計画に基づく消防部の

活動に関すること。 

（５） 消防水利の整備及び保全に関すること。 

（６） 都市計画の防災施策に関すること。 

付 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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北九州市庁内管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２９年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２７号

北九州市庁内管理規則の一部を改正する規則

北九州市庁内管理規則（昭和４７年北九州市規則第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第６号中「、消防出張所」を削る。

別表の（７） 消防署（消防分署及び消防出張所を含む。）庁舎の項中「及

び消防出張所」を削る。

付 則

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
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北九州市支出負担行為整理区分規則及び北九州市予算規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第２８号 

   北九州市支出負担行為整理区分規則及び北九州市予算規則の一部 

を改正する規則 

 （北九州市支出負担行為整理区分規則の一部改正） 

第１条 北九州市支出負担行為整理区分規則（昭和３９年北九州市規則第５１ 

号）の一部を次のように改正する。 

「特殊勤務手当 

  別表第１の３の項中「特殊勤務手当」を へき地手当       に改 

へき地手当に準ずる手当」 

 める。 

 （北九州市予算規則の一部改正） 

第２条 北九州市予算規則（昭和４０年北九州市規則第３号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

「特殊勤務手当 

  別表の３の項中「特殊勤務手当」を へき地手当       に改める 

へき地手当に準ずる手当」 

 。 

   付 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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北九州市未熟児養育医療の費用に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成２９年３月３１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２９号

北九州市未熟児養育医療の費用に関する規則の一部を改正する規

則

北九州市未熟児養育医療の費用に関する規則（昭和３９年北九州市規則第９

３号）の一部を次のように改正する。

別表中「及びＤ階層」を削り、「Ｂ階層を除く前年分の所得税非課税世帯」

を「Ｄ階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、次の区分に該

当するもの」に、「Ａ階層を除く」を「Ａ階層及び B階層を除く」に改め、同
表の備考第１項中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第６項」に改

め、同表の備考第２項第２号中「第２項及び第６項」を「第２項、第６項及び

第２４項」に改め、同項第３号中「附則第１２条」の次に「、所得税法等の一

部を改正する法律（平成２５年法律第５号）附則第５９条第１項及び第６０条

第１項並びに所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）附

則第７６条第１項、第７７条第１項及び第２項、第８０条、第８１条並びに第

８２条第１項」を加える。

付 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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